
I第 1部l地方自治体における行政訴訟基礎実務 1月 24日 17K)10:00～ 16100

◆プログラム◆

第 1.自治体の行政訴訟紛争をめぐる今日的問題

1 近時の特色ある自治体に関する行政訴訟事件について    第 5.行政訴訟裁判の手続について

2 平成 16年の大幅改正の行政事件訴訟法の内容について      1 訴状の提出、その審査及び送達とは

(1)原告適格の拡大等救済範囲の拡大             2 口頭弁論とは

3 第 1回 口頭弁論までの手続について(2)審理の拡充・促進

(3)出訴期間の延長等利用 分かりやすくする仕組み      4 答弁書の作成とその効果について

(4)本案判決前における仮の救済制度の整備          5 争点整理手続の整備について

3 自治体における行政事件訴訟紛争発生時の対応について     6 五月雨式審理方式から集中審理方式ヘ

フ 訴訟提起前の証拠収集手続の拡充について第 2.行政訴訟の基礎理論

1 行政訴訟の対象とならない事項 (限界 )           8 当事者照会制度と期日外釈明の導入について

9 計画審理方式の採用について(1)統治行為

10 陳述書の提出とその重要性について(2)法律上の争訟性

(3)法令の効力を争う訴訟

2 行政事件訴訟法第 7条の意義とその内容          第 6.判決の種類とその効力について

1 判決の種類(1)行訴法第 フ条の内容

                      本案前却下判決(2)法学部ではなぜこの条文を講義してこなかつたのか      (1)
請求棄却判決(2)(3)今後における理解とその運用

                  請求認容判決3 行政事件訴訟法第 8条の意義とその内容             (3)
事情判決(4)(1)行訴法第 8条の内容

2 判決の効力(2)審査請求の意義とその内容

                   取消判決の形成力(3)平成28年 4月 1日以降における行訴法第 8条との関係      (1)
取消判決の拘束力(2)4 行政事件訴訟の意義とその機能

第 3.行政訴訟の類型とその内容

第 フ.自治体行政訴訟の将来像1 抗告訴訟の類型
1 行政訴訟事務処理体制の整備(1)処分の取消の訴え
2 行政訴訟実務研修制度の整備(2)裁決の取消の訴え

(3)無効確認の訴え

(4)不作為の違法確認の訴え

(5)義務づけの訴え

(6)差 し止めの訴え

(7)無名抗告訴訟 (法定外抗告訴訟 )

(8)執行停止

(9)仮の義務づけ 。仮の差し止め

2 当事者訴訟

3 民衆訴訟

4 機関訴訟

第 4.取消訴訟の訴訟要件と審理の特質                ――― ―一――       ― ―一

1 取消訴訟の訴訟要件

(1)裁判管轄

(2)出訴期間の遵守

(3)被告適格

(4)審査請求前置

(5)処分性

(6)原告適格

(7)狭義の訴えの利益

(8)以上フつの要件の一つでも欠ければ本案前判決

2 行政訴訟における弁論主義と立証責任

(1)行政事件訴訟と弁論主義

(2)行政事件訴訟と立証責任

3 裁量処分と司法審査のあり方

4 証拠調べの特質

(1)釈明処分

(2)職権証拠調べ

(3)行政事件訴訟と文書提出命令



【第2部I行政不服審査法実務講座 1月 25日 (木)10:00～ 16:00

◆プログラム◆

第 1.行政不服審査法の全部改正の主な改正点とその内容
1 審理員による審理手続 第三者機関への諮問手続の導入

2 審理手続における審査請求人の権利を拡充

3 審査請求期間の延長

4 不服申立ての手続を審査請求に一元化

5 標準審理期間の設定、争点・証拠の事前整理手続の導入

等により、迅速な審理を確保

6 不服申立前置の見直し

第2.行政不服審査法の全部改正が行われた背景とその経緯

1 全部改正前の行政不服審査法と訴願法について

2 これまでの行政不服審査法の改正法案について

3 行政不服審査法の全部改正が行われた背景について

第百T行政不服審査法の全部改正の百酌T対象及び蕎査芹辱
~

1 行政不服審査法の全部改正の目的について

2 審査請求の適格について

3 審査請求のできる対象について

4 不服申立ての種類について

5 審査請求をすべき行政庁について

6 再調査請求について

第4.審査庁、審査請求及び審理関係人

1 審査庁とは

2 審理員制度が設けられた理由について

3 審理関係人の範囲について

4 標準審理期間を定めた理由及び内容について

5 審理員に関する名簿について

第5.審査請求の手続

1 審査請求期間について

2 審査請求書の記載内容について

3 誤った教示をした場合の救済について

4 補正命令と補正に応じない場合の却下の裁決について

5 執行停上の申立てとその決定手続及び内容について

6 弁明者、反論者及び意見書の意味・内容について

フ ロ頭意見陳述の手続及び内容について

8 証拠書類等の提出、物件の提出要求及び鑑定・検証の申

立てについて

9 審理員の審理関係人に対する質問の意味及び内容について

第6.行政不服審査会等への諮問等

1 審理員の「審理員意見書」の作成と審査庁への提出につ

しヽて

2 審理員意見書の審査庁への提出と行政不服審査会等への

諮間について

3 行政不服審査会等の組織及び構成について

4 自治体に置かれる条例で定める行政不服審査会等について

5_自治体において条例で定めた具体例について

第フ.裁決

1 裁決の種類及び内容について

2 事情裁決について

3 認容裁決について

___4_載決の購 政庁に対する効力について _______

第8.再審査請求

1 個別の法律の定めと再審査請求について

2 再審査請求の不服申立前置の廃上について

3 再審査請求と行政事件訴訟法上の取消訴訟の提起について

第9.行政手続法による新たな救済手段

1 行政指導の中止等の申出について

2 処分又は行政指導を求める申出について

第10.自治体における必要な対応について

1 標準審理期間の設定及び公表について

(新行審法 16条 )

2 審理員の名簿作成及び公表について

(新行審法 17条 )

3 行政不服審査会条例の制定について

(新行審法81条 )

4 裁決等の内容その他不服申立ての処理状況の公表について

(新行審法85条 )
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